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拡充の

お知らせ

若者世帯を応援します。
　町では、人口増加対策の一環として、町内に新たに住宅を取得する４０歳
以下の若者世帯に対し、市川三郷町若者定住促進住宅補助金制度を実施して
います。
　今年度から新たに結婚新生活を応援しようと、若者新婚世帯に賃貸住宅へ
住む際の家賃補助も始めます。（補助金額最大３０万円、申請受付は夏頃を予定）
　このため、現行の「若者定住促進住宅補助金」の補助内容を一部変更し、
家賃補助と合わせて最大１００万円の補助で若者世帯を応援します。

若者定住促進住宅補助金 結婚新生活支援事業
－ 変更後の助成内容 － 若者定住促進住宅補助金制度は平成２６年１０

月にはじまり、制度の見直しを進めながら今
年度で６年目を迎えます。昨年度までの実績
は、１７０世帯６０７人の定住に繋がっています。町では
若者世帯をさらに応援しようと結婚生活のスタートを
賃貸住宅で始める新婚世帯に家賃補助制度を創設し
ました。補助申請は今夏以降を予定しています。

○夫婦のいずれかが４０歳以下の
若者世帯で、住宅を取得した場合 … ５０万円

○小学生以下の子ども１子につき１０万円、
２子までを補助対象… 最大２０万円

○入居者所有の町外登録軽自動車の
住所変更を行った軽自動車１台につき … ２万円

○新築する前の住まいが町外（転入）の場合 
…１０万円

　夫婦の父母もしくは、祖父母と同居は廃止

－ 補助対象者・助成額 －

※住宅登記日から９０日以内に申請が必要です。
※ 補助金は年度予算です。補助金申請の時期によっては、補

助金の交付決定及び補助金交付をお待ちいただく場合がご
ざいます。建築・購入の予定がでた際は、早めに町政策秘
書課へご相談下さい。この他の要件もありますので、詳細
は町ホームページをご覧いただくか、町政策秘書課までお問
い合わせ下さい。

○入居する住居が町内
○婚姻日での年齢が夫婦ともに

３４歳以下で世帯の所得が３４０万円未満
○住居費及び引っ越し費用の合計３０万円を上限
○令和２年４月１日以降に婚姻届を提出し、

受理された夫婦
○補助対象期間は申請年の１月１日から翌年３月３１日
※補助対象期間で要した引越費用、入居費用のわかる書類は
　保管しておいて下さい。
※この他の要件もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

富士川町コミュニティバス（鰍沢口駅～青洲高校前線）

青洲高校前まで延伸
青洲高校開校に併せ、今まで市川大門駅を折り返してい
た富士川町コミュニティバスが青洲高校まで延伸するこ
とになりました。

富士川町コミュニティバスは、鰍沢口駅を発着、富士
川町内を巡回し青洲高校（役場本庁舎前）を折り返す
ルートで運行しています。
今回の延伸に併せて下大鳥居停留所も新設しました。
詳しい時刻表は、町ホームページまたは役場窓口にて
配布しています。

問町政策秘書課企画係☎ 055-272-1103
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一部変更
拡充
のお知らせ

若者定住促進住宅補助金

○夫婦のいずれかが 40 歳以下の
　若者世帯で、住宅を取得した場合 … ５０万円

○小学生以下の子ども
　１子につき１０万円、２子までを補助対象
　　　　　　　　　　　　　　　　… 最大２０万円

○入居者所有の町外登録軽自動車の
　住所変更を行った軽自動車１台につき … ２万円

○新築する前の住まいが町外（転入）の場合 …１０万円

　夫婦の父母もしくは、祖父母と同居は廃止
※住宅登記日から 90 日以内に申請が必要です。
※補助金は年度予算です。補助金申請の時期によっては、補助
金の交付決定及び補助金交付をお待ちいただく場合がございま
す。建築・購入の予定がでた際は、早めに町政策秘書課へご相
談下さい。この他の要件もありますので、詳細は町ホームペー
ジをご覧いただくか、町政策秘書課までお問い合わせ下さい。

結婚新生活支援事業

○入居する住居が町内
○婚姻日での年齢が夫婦ともに
　　　34 歳以下で世帯の所得が 340 万円以下
○住居費及び引っ越し費用の合計 30 万円を上限
○補助対象期間は申請年の
　　　　　　　　１月１日から翌年３月３１日

若者定住促進住宅補助金制度は平成２６年１
０月にはじまり、制度の見直しを進めながら
今年度で６年目を迎えます。昨年度までの実
績では、●●世帯●●人の定住に繋がっていま
す。町では若者世帯をさらに応援しようと結
婚生活のスタートを賃貸住宅で始める新婚世
帯に家賃補助制度を創設しました。
補助対象者は令和２年４月１日以降に婚姻届
を提出し受理された夫婦で、補助申請は今夏
以降を予定しています。

－ 変更後の助成内容 －

－ 補助対象者・助成額 －

※補助対象期間で要した引越費用、入居費用のわかる
　書類は保管しておいて下さい。
※この他の要件もありますので、詳細につきましては
　町政策秘書課までお問い合わせ下さい。

延伸のお知らせ

問町政策秘書課企画係☎055-272-1103

青洲高校開校に併せ、今まで市川大門駅を
折り返していた富士川町コミュニティバス
が青洲高校まで延伸することになりました。

富士川町コミュニティバスは、鰍沢口駅を発着、
富士川町内を巡回し青洲高校（役場本庁舎前）を
折り返すルートで運行しています。
今回の延伸に併せて下大鳥居停留所も新設しました。
詳しい時刻表は、町ホームページまたは役場窓口にて
配布しています。
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青洲
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鰍沢
口発

運 行 日　 月～金
　　　　　　土日、祝日及び年末年始は運休

利用料金　全区間一律 200 円（小学生以下半額）
市川三郷町の皆さまもご利用できます。

問富士川町役場防災交通課☎0556-22-7218

富士川町コミュニティバス（鰍沢口駅～青洲高校前線）

Hope Lights Our Way
希望の道を、つなごう。
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。

Hope Lights Our Way （英語） / 希望の道を、つなごう。（日本語）です。
 支えあい、認めあい、高めあう心でつなぐ聖火の光が、新しい時代の日
の出となり、人々に希望の道を照らしだします。

東京２０２０聖火リレーコンセプト

リレールート
３月１２日ギリシャで採火された聖火は、宮城県の航空自衛隊松島基地に
空輸され、福島県のナショナルトレーニングセンターＪビレッジを出発し、
７月２４日まで１２１日間をかけて４７都道府県をつなぎます。
県内は６月２７日・２８日に通過し、市川三郷町は６月２７日に通過します。

農協

役場

中銀

区間ゴール地点

青洲高校

新田橋新田橋

ニュー
ポート

竹田屋

セルバ
市川三郷店

DCMくろがねや
市川大門店

聖火ランナー
通過ルート

区間スタート地点

マルアイ

ギリシャ・オリンピアの太陽光で採火された炎を、ギリシャ国内と開催国
内でリレーによって開会式までつなげるものです。 オリンピックのシンボ
ルである聖火を掲げることにより、平和・団結・友愛といったオリンピッ
クの理想を体現し、開催国全体にオリンピックを広め、きたるオリンピッ
クへの関心と期待を呼び起こす役目を持っています。

聖火リレーとは

東
京
２
０
２
０

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

午前11 時 38 分 ～ 11 時 51 分
通過予定時刻

６
月
27
日
土 

通
過
予
定

【１日目：６月２７日土】
南部町➡身延町➡早川町➡富士川町➡市川三郷町➡中央市・昭和町
➡甲斐市・南アルプス市➡北杜市➡韮崎市➡甲府市

【２日目：６月２８日日】
笛吹市・山梨市➡甲州市➡富士山➡上野原市➡大月市➡都留市➡西桂町
➡忍野村➡富士河口湖町➡鳴沢村➡富士吉田市

※聖火リレー実施時には、ルート及び周辺道路で交通規制が行われる予
　定です。ご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力をお願いします。

問町生涯学習課☎ 055-272-6094

市川三郷町ルート
スタート地点 ：甲府市川三郷線（北線） 

㈱マルト付近
ゴ ー ル 地 点：新田橋付近
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農
地
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手
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受付期間は毎月１日～１０日
（１０日が土日祝日の場合はその前日）

■農地転用申請の種類

農地法第３条
許可申請

利用権
設定

自分の農地を農地のまま

で売買や贈与をしたり、他

の人の農地を取得する場合

自分の農地への植

林や駐車場、宅地

などに転用する場合

自分の農地を賃貸借、使用貸借契約し、太陽光

発電施設などに転用する場合、また他の人の農地

を取得し駐車場や宅地などに転用する場合

自分の農地を

他の人へ耕作

依頼する場合

農地を取得する方は、経営面
積が三珠地区は３０㌃、六郷
と市川地区は２０㌃必要

農業者年金に加入しましょう
～農業者の方なら広く加入できます～

農
地
を

転
用
す
る
と
き
は

農
地
法
の
許
可

が
必
要
で
す
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農
業
委
員
会
だ
よ
り

農地法第４条
許可申請

農地法第５条
許可申請

市川三郷町農業委員会 事務局
（町農林課内）☎ 055-240-4163

農地の賃貸借料情報提供比較一覧表 10a当たり

農地の区分 平均額 最高額 最低額
田 7,644 円 39,319 円 5,000 円

普通畑 6,094 円 20,512 円 2,801 円
樹園地 8,991 円 17,211 円 4,556 円

モ　モ 7,365 円 7,365 円 7,365 円
ブドウ －    円 －    円 －    円
キウイ 8,381 円 8,381 円 8,381 円
その他  17,211 円 17,211 円 17,211 円

【情報収集期間】平成３１年１月～令和元年１２月

提出先

令和２年度
農業臨時賃金等標準額表

10a当たり

農作業名称 市川三郷町内

耕　　　運 9,500 円　

代　か　き 9,500 円　

機械田植 10,000 円　
バインダー
（結束紐含む）

12,000 円　
ハーべスター

（脱穀）
11,000 円　

コンバイン
（乾燥運搬含）

33,000 円　

一般農作業 8,500 円　
一般農作業

（１時間当たり）
850 円　

農休日 ７月４日土、７月５日日

・�各作業に賄いはなし。
・�本表は標準額です、相談のうえ作業の難易や圃場
の条件などで金額を決定して下さい。

無許可での農地転用は違法行為です

地目変更手続きを
お忘れなく！

　農地法の転用許可を得て、目的どお
り転用を完了しましたら、農業委員会
の証明を受け法務局で地目変更の登
記をしましょう。

■狂犬病予防注射日程

期　日 場　所 時　間

4/12 日
役場六郷庁舎前 8:30 ～ 9:00
役場三珠庁舎前 9:30 ～ 10:00
役場本庁舎前 10:15 ～ 11:00

4/14 火

ニードスポーツセンター駐車場 9:30 ～ 9:40
落居５･ ６区公民館前 9:45 ～ 9:55
網倉公民館前 10:05 ～ 10:10
岩下公民館前 10:20 ～ 10:25
堀切公民館前 10:40 ～ 10:45
鴨狩公民館前 11:05 ～ 11:20
細田公民館前 11:25 ～ 11:35
旧楠甫農協跡地 11:40 ～ 11:45
宮原公民館前 11:50 ～ 12:05
入公民館前 13:10 ～ 13:15
大木集荷場前 13:30 ～ 13:35

4/15 水

下九一色生活改善センター 9:00 ～ 9:05
川浦小御崎神社前 9:25 ～ 9:30
町屋消防詰所前 9:40 ～ 9:45
道林ふれあいプラザ前 9:55 ～ 10:10
ふるさと交流センター前 10:15 ～ 10:35
上ノ原消防詰所前 10:40 ～ 10:45
上地区公民館前 11:00 ～ 11:15
中央駐車場 11:20 ～ 11:30
建設業協会市川支部駐車場 11:35 ～ 11:55

4/17 金

四尾連公民館前 9:30 ～ 9:35
藤田養蚕飼育所前 9:40 ～ 9:45
近萩公民館前 9:50 ～ 9:55
山保地区公民館前 10:00 ～ 10:05
帯那公民館前 10:10 ～ 10:15
沖村リサイクルステーション前 10:25 ～ 10:30
宮沢公民館前 10:35 ～ 10:40
大同地区公民館前 10:50 ～ 11:00
峡南消防本部北部消防署前 11:05 ～ 11:20
宮本公民館前 11:30 ～ 11:40
高田地区公民館前 11:45 ～ 12:05

狂犬病の死亡率は 100％

愛犬の「登録」と「予防注射」
は飼い主の義務です

狂犬病予防注射日程のお知らせ
【問い合わせ・申し込み】町生活環境課環境衛生係☎055-272-6092

　狂犬病は、哺乳類や鳥類などすべての恒温
動物に感染しますが、特に犬の仲間が感染しや
すいウイルス性の病気です。この病気の恐ろし
さは、いったん発病すると現在の医学でも治療
方法はなく、ほぼ１００％死に至ることです。
　狂犬病予防法により生後 91日以上の犬は、登

録と年１回の予防接種を受けなければなりません。

　今年度の予防接種と新規登録を右記日程表
のとおり行います。既に登録されている飼い主
の方には、案内ハガキがお届けしてありますの
で、予防接種の際、必ずハガキを持参して下さい。
　「登録しているのにハガキが届かない」「既に
犬が死亡しているのにハガキが届いた」などあ
りましたら、ご連絡をお願いします。

【注意事項】予防接種時の事故防止のため、予
防接種を受ける犬に次のような症状がある場合
は、摂取前に獣医師にご相談下さい。
▷食欲のない犬
▷妊娠末期の犬
▷病気中の犬
※町では訪問注射は実施しておりません。かか
　りつけの獣医師に相談して下さい。

【料金内容】

▷予防注射料　　　　　３，０００円
▷注射済票交付手数料　　��５５０円
※つり銭のないようにご用意下さい。

【必要な場合の加算額】

▷新規登録料　　　　　３，０００円
※動物病院で接種した場合は、注射済証とハ
　ガキを役場へ提出して下さい。

大変！愛犬が迷子に…。そんな時は。
迷い犬が役場で保護されている場合があります。

飼い犬が行方不明になった場
合は、町生活環境課環境衛生
係までご連絡下さい。

　鑑札や注射済票から飼い主
が確認できますので、必ず首
輪につけておいて下さい。

※注射場所、時間が昨年度と変わって

　いる地域があります。ご確認下さい。

4

4No.1755 No.175

4



　

安
心
し
て
産
み
育
て
る
た
め
の
子
育
て

支
援
策
と
し
て
、
18
歳
以
下
の
子
ど
も
が
３

人
以
上
い
る
多
子
世
帯
に
「
多
子
世
帯
子
育

て
応
援
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

申
請
書
類
は
「
子
育
て
祝
い
金
等
支
給

申
請
書
」
が
兼
ね
て
い
ま
す
の
で
、
改
め

て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
支
給
額
】
第
３
子
が
小
学
校
へ
入
学
す
る

場
合
３
万
円
、
第
４
子
以
降
は
１
人
に
つ

き
５
万
円
を
子
育
て
祝
い
金
に
加
算
し
て

支
給
し
ま
す
。

多
子
世
帯
子
育
て
応
援
金

PickUp PickUp
　

町
で
は
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
、
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
に
な
る
住
宅
】
▽
町
内
に
あ
る
個
人

住
宅
▽
リ
フ
ォ
ー
ム
着
工
時
に
建
築
後
５
年

を
経
過
し
て
い
る
も
の

【
対
象
に
な
る
リ
フ
ォ
ー
ム
】
▽
リ
フ
ォ
ー

ム
に
要
し
た
費
用
が
10
万
円
以
上
の
も
の

▽
※
町
内
業
者
に
よ
る
リ
フ
ォ
ー
ム

※
町
内
業
者
＝
町
に
小
規
模
工
事
等
契
約
希

望
者
登
録
を
し
て
い
る
業
者

【
注
意
】
▽
他
の
制
度
で
町
か
ら
助
成
を
受

け
て
い
る
場
合
や
、
過
去
に
助
成
を
受
け
て

い
る
場
合
、
こ
の
助
成
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽
予
算
の
都
合
上
、
助
成
金
が
な
く
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。

【
助
成
額
】
リ
フ
ォ
ー
ム
に
要
し
た
費
用
の

10
％
、
10
万
円
が
上
限
（
千
円
未
満
は
切
り

捨
て
）

■
工
事
着
工
前
に
必
ず
町
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。
詳
し
い
申
請
方
法

な
ど
ご
説
明
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住

宅
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
３
６

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

　

町
で
は
障
害
者
や
高
齢
者
を
対
象
に
、

タ
ク
シ
ー
の
初
乗
料
金
が
免
除
さ
れ
る
福

祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。

　

対
象
者
で
、
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
次
の
と
お
り
申
請
し
て
下

さ
い
。

※
「
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
」「
自
動
車
税

や
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
」

は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
者
】
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
２
級

所
持
者
▽
療
育
手
帳
の
障
害
程
度
が
Ａ
の

方
▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
所

持
者
▽
介
護
慰
労
金
受
給
者
に
介
護
さ
れ

て
い
る
方
の
う
ち
非
課
税
世
帯
の
方
▽
88

歳
以
上
の
方
▽
心
身
の
障
害
に
よ
り
一
人

で
の
外
出
が
で
き
な
い
高
齢
者
等
（
担
当

民
生
委
員
の
証
明
に
よ
り
町
が
判
定
し
交

付
し
ま
す
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
①
は
ん
こ　

②
手

帳
所
持
者
は
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
▽
身

体
障
害
者
手
帳
▽
療
育
手
帳
▽
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳

【
交
付
枚
数
】
年
間
24
枚
（
１
カ
月
あ
た
り

２
枚
）

【
受
付
期
間
】
年
間
を
と
お
し
て
受
付

※
受
付
は
年
間
を
と
お
し
て
行
っ
て
い
ま

す
が
、
申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
の
枚
数
を

交
付
し
ま
す
。

【
申
請
場
所
】

▽
本
庁
舎
福
祉
支
援
課

▽
三
珠
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
六
郷
庁
舎
い
き
い
き
健
康
課

【
問
い
合
わ
せ
】
町
福
祉
支
援
課
福
祉
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
６

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す　

対
象
者
は
申
請
を
！

　

は
ん
こ
は
、
町
の
伝
統
地
場
産
業
で
す
。

町
で
は
、
こ
の
は
ん
こ
を
深
く
理
解
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
事
業
者
か
ら

の
は
ん
こ
購
入
に
対
し
、
購
入
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

【
対
象
】
▽
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
の
は
ん
こ

▽
町
内
に
法
人
登
記
の
あ
る
事
業
所
の
は
ん
こ

※
こ
の
他
に
も
対
象
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
助
成
額
】
購
入
費
の
１
／
２
以
内
（
１
万

円
限
度
、
１
０
０
円
未
満
の
端
数
切
捨
て
）

※
は
ん
こ
の
ケ
ー
ス
代
は
、
対
象
外
で
す
。

※
購
入
前
に
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

※
助
成
は
、
年
度
内
１
回
の
み
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
商
工
観
光
課
商
工
係

☎
０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
５
７

「
は
ん
こ
」
購
入
費
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

　

令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
平
均
の
全
国

消
費
者
物
価
指
数
（
対
前
年
比
変
動
率
＋

０
・
５
％
）
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
令
和
２
年
度
の
児
童
扶
養

手
当
額
に
つ
い
て
は
、
０
・
５
％
の
引
き
上

げ
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
１
子
同
様
に
第
２
子
及
び
第

３
子
以
降
の
加
算
額
に
も
物
価
ス
ラ
イ
ド

を
適
用
し
、
０
・
５
％
の
引
き
上
げ
と
な

り
ま
す
。

【
手
当
額
】

　
４
３
，１
６
０
円         

（
全
部
支
給
・
月
額
）

昨
年
度
ま
で
は
４
２
，９
１
０
円

　
４
３
，１
５
０
円
～
１
０
，１
８
０
円

（
一
部
支
給
・
月
額
）

昨
年
度
ま
で
は
４
２
，９
０
０
円
～
１
０
，１
２
０
円

児
童
扶
養
手
当
額
が
変
わ
り
ま
す　
～ 

令
和
２
年
４
月
分
か
ら 

～

　

町
で
は
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
を
対
象

に
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
レ
ン
タ
ル
及
び

購
入
費
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
レ
ン
タ
ル
の
場
合

【
対
象
】
１
歳
未
満
児
の
保
護
者
ま
た
は
、

里
帰
り
な
ど
で
一
時
的
に
１
歳
未
満
児
と
同

居
す
る
祖
父
母
な
ど

【
費
用
負
担
】
な
し

【
貸
出
期
間
】
満
１
歳
の
誕
生
日
ま
で

【
注
意
点
】
▽
出
生
前
に
申
請
で
き
、
出
産

予
定
日
か
ら
貸
し
出
し
が
で
き
ま
す
。
申

請
時
に
は
、
母
子
手
帳
・
印
鑑
を
お
持
ち

下
さ
い
。

■
購
入
費
補
助
の
場
合

【
対
象
】
６
歳
未
満
児
の
保
護
者

【
補
助
金
額
】
▽
１
万
円
が
上
限
（
１
万
円

以
上
の
場
合
は
１
万
円
補
助
）
▽
１
万
円
未

満
の
場
合
は
実
費
補
助
（
但
し
１
０
０
円
未

満
切
捨
て
）

【
注
意
点
】
▽
出
生
前
の
購
入
で
も
補
助
対

象
と
な
り
ま
す
。
▽
申
請
受
付
は
、
出
生
届

受
理
後
か
ら
と
な
り
ま
す
。
申
請
時
に
は
印

鑑
・
購
入
時
の
領
収
書
・
品
質
保
証
書
が
必

要
で
す
。
申
請
期
限
は
購
入
し
た
日
か
ら
１

年
以
内
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
防
災
課
防
災
防
犯
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
７
５

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
レ
ン
タ
ル
・
購
入
費
補
助

　

子
ど
も
の
誕
生
を
祝
福
す
る
と
と
も

に
、
子
育
て
の
支
援
、
次
世
代
を
担
う
子

ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
を
願
い
「
子
育

て
祝
い
金
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
次
の

要
件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】
今
年
４
月
に
小
学
校
に
入

学
す
る
児
童
で
、
小
学
校
入
学
時
に
市
川

三
郷
町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
児
童
の
保

護
者

【
申
請
書
】
入
学
式
の
際
、
学
校
に
て
配
布

し
ま
す
。
な
お
、
町
外
の
小
学
校
へ
入
学

さ
れ
る
方
に
は
郵
送
し
ま
す
。

【
支
給
額
】
入
学
す
る
児
童
１
人
に
つ
き

２
万
円

【
申
請
期
限
】
４
月
17
日
㈮

※
申
請
書
が
全
員
分
揃
っ
て
か
ら
支
払
い

ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
申
請
し
て
下

さ
い
。

【
申
請
場
所
】
▽
六
郷
庁
舎
い
き
い
き
健
康

課
▽
本
庁
舎
福
祉
支
援
課
▽
三
珠
支
所
住

民
サ
ー
ビ
ス
係

【
申
請
書
類
】
子
育
て
祝
い
金
等
支
給
申

請
書

小
学
校
へ
の
新
入
生
の
い
る
世
帯
に
子
育
て
祝
い
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

【問い合わせ】町いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

子育て祝い金 多子世帯
子育て応援金 合　計

　第１子 ２万円 － ２万円

　第２子 ２万円 － ２万円

　第３子 ２万円 ３万円 ５万円

　第４子以降 ２万円 ５万円 ７万円
（１人につき）
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